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令和 6 年度 社会的養育専門部会開催（案） 

第 1 回から第 3 回で各記載事項について意見聴取、第 4 回で計画素案、第

５回で計画案について審議 

 

「児童福祉審議会社会的養育専門部会」 

第 1 回 令和６年５月 

 審議項目（計画策定の前提となる数の見込みに関するもの） 

（１）社会的養育の体制整備の基本的な考え方及び全体像 

（５）各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み 

（７）代替養育されているこどものパーマネンシー保障に向けた取組 

（８）里親等への委託の推進に向けた取組 

（９）施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた

取組 

※ こどもに対するヒアリングやアンケート内容 

 

第 2 回 令和６年７月 

 審議項目（第１回の項目以外） 

  （３）こども家庭支援体制の構築等に向けた取組 

     ※（仮称）第３期こども計画策定の進捗によっては第 3 回 

（４）支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組 

（６）一時保護改革に向けた取組 

（11）児童相談所の強化等に向けた取組 

（12）障害児入所施設における支援 

 

第３回 令和６年９月 

 審議項目（こどもへのヒアリングやアンケート結果の反映に時間を要するもの） 

  （２）当事者であるこどもの権利擁護の取組（意見聴取・意見表明等支援） 

（10）社会的養護自立支援の推進に向けた取組 

 

第４回 令和６年 12 月 

 審議項目  計画素案審議 

※ 令和 7 年１～２月にパブリックコメントを実施。 

 

第５回 令和７年３月 

審議事項  計画案審議 
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次期社会的養育推進計画にかかる各記載事項の策定スケジュール（案） 

 

・計画策定に向け計 5 回の専門部会を開催することとし、第 1 回から第 3 回で

記載事項について意見聴取、第 4 回で計画素案、第５回で計画案についてご審

議いただく予定で進めるものとする。 

 

・国の資料「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領における論点整理

等」では、計画記載事項として、各項目ごとに「現行計画の達成見込・要因分

析等」、「資源の必要量等」「現在の整備・取組状況」「整備すべき見込量等」

「整備・取組方針等」の記載を求めている。 

 

・現時点で、国から「次期都道府県社会的養育推進計画の策定要領」は発出さ

れていないが、発出後速やかに検討を進めていくこととし、各項目の検討スケ

ジュールは次のとおりとする。 

 

 

１．社会的養育の体制整備の基本的な考え方及び全体像 

   

令和６年 2 月～４月 記載事項の検討 

令和６年５月    第１回の部会にて意見聴取 

   ～      以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月    素案作成 

 

 

２．当事者であるこどもの権利擁護の取組（意見聴取・意見表明等支援） 

 

令和 6 年２～４月 こどもに対するヒアリングやアンケートの実施検討 

令和６年５月  第１回の部会にてヒアリングやアンケート内容の説明 

令和６年６月   こどもに対するヒアリングやアンケートの実施 

令和６年７～８月 記載事項の検討 

令和６年９月 第 3 回の部会にて意見聴取 

令和６年 12 月 素案作成 
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３．こども家庭支援体制の構築等に向けた取組 

➀ 市区町村の相談支援体制の整備に向けた都道府県の支援・取組 

② 市区町村の家庭支援事業等の整備に向けた都道府県の支援・取組 

③ 児童家庭支援センターの機能強化及び設置促進に向けた取組 

 

令和６年２～６月  記載事項の検討 

令和６年７月  第 2 回（又は第 3 回）の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月  素案作成 

 

 

４．支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組 

 

令和６年２～６月  記載事項の検討 

令和６年７月    第 2 回の部会にて意見聴取 

   ～      以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月    素案作成 

 

 

５．各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み 

 

令和６年２～４月 記載事項の検討 

令和６年５月 第１回の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月 素案作成 

 

 

６．一時保護改革に向けた取組 

 

令和６年２～６月  記載事項の検討 

令和６年７月  第 2 回の部会にて意見聴取 

   ～     以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月  素案作成 
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７．代替養育されているこどものパーマネンシー保障に向けた取組 

➀ 児童相談所におけるケースマネジメント体制の構築に向けた取組 

② 親子関係再構築に向けた取組 

③ 特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築に向けた取組 

 

令和６年２～４月 記載事項の検討 

令和６年５月 第１回の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月 素案作成 

 

 

8．里親等への委託の推進に向けた取組 

➀ 里親等への委託こども数の見込み等 

② 里親支援業務の包括的な実施体制の構築に向けた取組 

 

令和６年２～４月 記載事項の検討 

令和６年５月 第１回の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月 素案作成 

 

 

９．施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた

取組 

➀ 施設で養育が必要なこども数の見込み 

② 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向け 

た取組 

 

令和６年２～４月 記載事項の検討 

令和６年５月 第１回の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月 素案作成 
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10．社会的養護自立支援の推進に向けた取組 

➀ 自立支援を必要とする社会的養護経験者等数の見込み及び実情把握 

② 社会的養護経験者等の自立に向けた取組 

 

令和 6 年２～４月 こどもに対するヒアリングやアンケートの実施検討 

令和６年５月 第１回の部会にてヒアリングやアンケート内容の説明 

令和６年６月 こどもに対するヒアリングやアンケートの実施 

令和６年７～８月 記載事項の検討 

令和６年９月 第 3 回の部会にて意見聴取 

令和６年 12 月 素案作成 

 

 

11．児童相談所の強化等に向けた取組 

➀ 中核市・特別区の児童相談所設置に向けた取組（本市は該当なし） 

② 児童相談所における人材確保・育成等に向けた取組 

 

令和６年２～６月  記載事項の検討 

令和６年７月    第 2 回の部会にて意見聴取 

   ～      以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月    素案作成 

 

 

12．障害児入所施設における支援 

 

令和６年５月  記載事項の検討 

令和６年７月  第 2 回の部会にて意見聴取 

   ～    以降の部会にて記載内容を調整 

令和６年 12 月  素案作成 

 


